
介護施設等経営改善・従事者処
遇改善等緊急支援事業費補助金

に係るWeb説明会

岩手県保健福祉部長寿社会課

令和８年２月17日 修正版



本日の開催内容
 １ 介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業について【処遇改善】

２ 介護事業所等に対するサービス継続支援事業について 【設備・備品等購入費等】

３ 介護施設等に対するサービス継続支援事業について【食料品購入費等】
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１ 介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善
支援事業について【処遇改善】
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１-１ 事業の概要
１-２ 申請書及び計画書等の記入方法
１-３ よくある質問



⑴ 事業の目的
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○介護分野の職員の処遇改善については、累次の取組を講じてきた結果、介護職員の賃金は改善

 してきたものの、他産業とはまだ差がある状況。

○介護分野の職員の処遇改善と人材流出の防止を図るため、令和8年度介護報酬改定を待たず

 に、緊急的対応として、賃上げ・職場環境改善の支援を行うもの。

介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業 【処遇改善】 1-1 事業の概要

⑵-1 事業の内容（支給要件・金額等）

① 介護従事者に対して幅広く賃上げ支援を実施。

  1.0万円相当/人・月

② 生産性向上や協働化に取り組む事業者の介護職員に対して賃上げ支援を上乗せ。

  0.5万円相当/人・月

③ 併せて、介護職員について、職場環境改善に取り組む事業者を支援。

 （介護職員等の人件費に充てることも可能）

0.4万円相当/人・月 ※人件費に充てた場合



5

介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業 【処遇改善】 1-1 事業の概要

⑵-2 事業の内容（支給要件・金額等）



⑶ 対象事業所（各サービス別）
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介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業 【処遇改善】 1-1 事業の概要

対象 補助内容・要件等 対象 補助内容・要件等

○
○

総合事業の第1号

通所を含む

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○
○

総合事業の第1号

訪問を含む

○ ○

養護老人ホーム ―
特定施設は対象

夜間対応型訪問介護 ○

―
特定施設は対象 ○

○
○

総合事業の第1号介護

予防支援を含む

○ ○

○

地域密着型特定施設入居者生活介護

（サービス継続支援は養護・軽費を除く）

（介護予防）特定施設入居者生活介護

（サービス継続支援は養護・軽費を除く）

区分
介護分野の職員の賃上げ・職場改善支援事業

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

（介護予防）短期入所療養介護（老健）

介護医療院

（介護予防）短期入所療養介護（病院等・医療院）

（介護予防）短期入所生活介護

（介護予防）認知症対応型共同生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

軽費老人ホーム

（介護予防）通所リハビリテーション

看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス）

地域密着型通所介護

（介護予防）認知症対応型通所介護

（介護予防）小規模多機能型居宅介護

介護分野の職員の賃上げ・職場改善支援事業
区分

入

所

系

訪

問

・

相

談

系

対象サービス・補助内容等

通所介護

通

所

系

訪問介護

（介護予防）訪問入浴介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

居宅介護支援、介護予防支援

（介護予防）訪問看護

（介護予防）訪問リハビリテーション

介護職員・その他の介護従事者

60～114千円/人相当（６か月分）

①月額10千円/従事者

①の要件：処遇改善加算に加入（見込）

②①に加えて

月額５千円/介護職員

②の要件：ケアプランデータ連携システムに

加入（見込）、生産性向上加算Ⅰ又はⅡの取

得（見込）

③①・②に加えて

月額４千円/介護職員

③の要件：処遇改善加算を取得の上、職場

環境等要件の更なる充実等に向けて職場環境

改善を計画し実施する等

⑴ １人当たりの支援額（総額）

⑵ １人当たりの支援額（月額）・要件

※実際の補助額の算定では、基準月の介護総

報酬に交付率を乗じた額で算定されますので、

記載の相当額と必ずしも一致するものではご

ざいません。
⑵ １人当たりの支援額（月額）・要件

月額10千円/従事者

要件：処遇改善加算に準ずる要件を満たす

⑴ １人当たりの支援額（総額）

介護従事者 60千円/人相当（６か月分）

※入所系と同様

※入所系と同様



⑷ 補助金額の算出方法
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以下の式により被保険者ごとの補助額を算出し、介護サービス事業所等ごとに補助額を合計して
算定します。

※基準月は、原則、12月となります。

※算定は岩手県国民健康保険団体連合会による自動計算で行われます。

 被保険者ごとの補助額 ＝ 基準月の介護総報酬（ａ） × 交付率（ｂ）

ａ 基準月の介護総報酬は、基準月の介護報酬総単位数（基本報酬サービス費に各種加算減算を加えた単位数をいう。）に、１単位の単価を乗じたもの。

ｂ 交付率は、サービス類型及び国実施要綱６の補助金の要件別に６月分として設定された別紙１表１、表２及び表３に掲げる交付率とする。

介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業 【処遇改善】 1-1 事業の概要

⑸ 対象経費

ア 賃金改善経費

・ 介護従事者の賃金（基本給、手当、賞与等）に係る経費。

・ 介護職員に対する上乗せ支援等について、介護職員以外の職種への配分可能。

※交付対象期間において、前年度比で職員の平均的な賃金水準を低下させてはならない。

イ 職場環境改善経費

・ 介護助手等を募集するための経費及び職場環境改善に係る研修費等の経費等。

・ 介護テクノロジー導入・協働化支援事業の対象経費に充当することは不可。



⑹ 申請方法について
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①申請書類

ア 交付申請書（様式第１号）、イ 計画書（総括表）（様式第１号別紙１又は２）、ウ 計画書（個票）（様式第１号別紙３）

エ 振込先口座登録票（計画書のエクセル様式内にございます。）

②申請先・お問い合わせ先

 岩手県福祉・介護従事者処遇改善等緊急支援事業費補助金事務局 ※原則メール提出

 電話番号・メールアドレス：現在準備中（追ってHPに掲載しますので、ご確認ください。）

  ③申請期間

   令和８年２月20日（金） （予定）から 令和８年３月31日（火） まで

介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業 【処遇改善】 1-1 事業の概要

⑺ スケジュールについて

※事業実施について、令和７年12月から実績報告の提出までに行った事業が補助対象になります。



⑻ 留意事項等
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○例年、提出先の誤りにより、申請が受け付けられなかったケースが発生しております。申請の際
は、提出先（メールアドレス）を再度確認の上、ご提出ください。

○申請について、５月中に交付決定を行う予定です。５月中に県から交付決定通知が届かない際は、

 申請受付が行われていない場合もございますので、補助金事務局までお問い合わせください。

介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業 【処遇改善】 1-1 事業の概要

⑼ 参考

○介護保険最新情報【№1454】「令和７年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業の実
施について」 → 国実施要綱

○介護保険最新情報【№1460】「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業、ケアプラン
データ連携システムの利用促進及び介護情報基盤の活用のための介護事業所等への支援策につ
いて」 → 国支援策

○介護保険最新情報【№1462】「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に関するＱ＆Ａ
（第１版）」の送付について → 国Q＆A（第１版）

○介護保険最新情報【№1467】「「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業に係る広報資
材等について」の送付について」 → 国リーフレット及び計画書の記入方法動画



⑴ 申請書について

10

介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業 【処遇改善】
1-2 申請書（様式第１号）及び計画書等（様式第１号別紙１～３等）の記入方法



⑴ 申請書の記入方法
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介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業 【処遇改善】
1-2 申請書（様式第１号）及び計画書等（様式第１号別紙１～３等）の記入方法



⑵ ①基本情報入力シートについて
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介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業 【処遇改善】
1-2 申請書（様式第１号）及び計画書等（様式第１号別紙１～３等）の記入方法



⑵ ①基本情報入力シートの記入方法
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介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業 【処遇改善】
1-2 申請書（様式第１号）及び計画書等（様式第１号別紙１～３等）の記入方法

様式は極力入力箇所が少なくなるよう簡略化しております。



⑵ ①基本情報入力シートの記入方法
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介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業 【処遇改善】
1-2 申請書（様式第１号）及び計画書等（様式第１号別紙１～３等）の記入方法
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介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業 【処遇改善】
1-2 申請書（様式第１号）及び計画書等（様式第１号別紙１～３等）の記入方法

・自動入力されます。記載は不要です
・「数式削除して手入力」の表示の場合,  
市町村において設定されている単価を入
力してください

⑵ ①基本情報入力シートの記入方法



⑶ ②計画書（別紙３）について

16

介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業 【処遇改善】
1-2 申請書（様式第１号）及び計画書等（様式第１号別紙１～３等）の記入方法



⑶ ②計画書（別紙３）の記入方法
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介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業 【処遇改善】
1-2 申請書（様式第１号）及び計画書等（様式第１号別紙１～３等）の記入方法



⑷ ③計画書（別紙１）について
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介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業 【処遇改善】
1-2 申請書（様式第１号）及び計画書等（様式第１号別紙１～３等）の記入方法

加算対象サービス事業所が申請を行う場合
➤別紙１ 計画書（総括表）を作成



⑷  ③計画書（別紙１）の記入方法
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介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業 【処遇改善】
1-2 申請書（様式第１号）及び計画書等（様式第１号別紙１～３等）の記入方法



⑷  ③計画書（別紙１）の記入方法
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介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業 【処遇改善】
1-2 申請書（様式第１号）及び計画書等（様式第１号別紙１～３等）の記入方法



⑸ ④計画書（別紙２）について
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介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業 【処遇改善】
1-2 申請書（様式第１号）及び計画書等（様式第１号別紙１～３等）の記入方法

加算対象外サービス事業所が申請を行う場合
➤別紙２ 計画書（総括表）を作成



⑸ ④計画書（別紙２）の記入方法
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介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業 【処遇改善】
1-2 申請書（様式第１号）及び計画書等（様式第１号別紙１～３等）の記入方法



⑸ ④ 別紙２ 計画書（総括表）の記入方法
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介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業 【処遇改善】
1-2 申請書（様式第１号）及び計画書等（様式第１号別紙１～３等）の記入方法



⑸ ④計画書（別紙２）の記入方法
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介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業 【処遇改善】
1-2 申請書（様式第１号）及び計画書等（様式第１号別紙１～３等）の記入方法



⑹ 振込口座登録票について
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介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業 【処遇改善】
1-2 申請書（様式第１号）及び計画書等（様式第１号別紙１～３等）の記入方法



⑹ 振込口座登録票の記入方法
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介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業 【処遇改善】
1-2 申請書（様式第１号）及び計画書等（様式第１号別紙１～３等）の記入方法



⑺ 参考（厚労省：様式記入方法動画）
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介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業 【処遇改善】
1-2 申請書（様式第１号）及び計画書等（様式第１号別紙１～３等）の記入方法

https://www.youtube.com/watch?v=5VT0b1mk4yI

https://www.youtube.com/watch?v=5VT0b1mk4yI


問１ 補助額により賃金改善や職場環境改善を行う場合、いつまでに行う

必要があるのか。
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（答）

令和７年12月から県が定める実績報告の提出期限までの間に行う必要がある。

介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業 【処遇改善】
1-3 よくある質問

問２ 基準月は12月でなければいけないか。

（答）

令和７年12月時点にサービスを提供している事業所における、基準月について
は、原則12月である。

ただし、以下の場合、例外的な取扱いとなる可能性がある。

・大規模改修や感染症まん延等のやむを得ない事情により令和７年12月の報酬
が著しく低い場合や、令和７年12月サービス提供分が月遅れ請求となった場合

・令和８年１月から３月までに新規開設された介護サービス事業所等の場合



問３ ①②③の支援について、それぞれのどのように支給（賃金改善等）

すればよいか
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介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業 【処遇改善】
1-3 よくある質問

（答）

例えば、訪問介護の場合、補助率（①+②＋③）26.4%のうち、①の15.6%分は介
護従事者（介護職員を含む）へ支給、②の6.0%分は介護職員（介護職員以外の
職種への配分も可）へ支給、③の4.8%分は介護職員（介護職員以外の職種への
配分も可）へ支給又は職場環境改善経費に充当することとなる。

※ ①介護従事者に対する幅広い賃上げ支援、②生産性向上等に取り組む事業者の介護職員に対する上乗せ 、③介護職員の職場環境改善の
支援



２ 介護事業所等に対するサービス継続支援事
業について【設備・備品等購入費等】
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２-１ 事業の概要
２-２ 申請の流れ、申請書等の記入方法等
２-３ よくある質問



２-１ 事業の概要

31
（厚生労働省資料）



補助対象経費その１

補助対象になる

介護サービスを円滑に継続
することや災害への備えな
ど、施設や事業所の実状に
応じて必要な物品の購入経
費

補助対象にならない

・研修等の実施費用

・外部事業者への委託経費

・設備等の設置工事費用

・建物等の修繕費用

・単品で50万円以上の物品
の購入費用

・交付決定前に発生した経
費

32



補助対象経費その２

補助対象になる経費は例えば・・・

・訪問・送迎など移動に伴い必要となる経費

（ガソリン代、スタッドレスタイヤ代など）

・熱中症対策費用

（サーキュレーター、遮光カーテンなど）

・災害備蓄費用

（飲料水、非常用食料品など）

33



補助対象経費その３

詳細な補助対象経費は、以下のとおり。

介護保険最新情報掲載ページ（№1461の16ページ目）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/h
ukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
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補助上限額その１

№ 補助対象事業所・施設 基準単価

１

訪問介護
事業所

集合住宅併設型（同一建
物減算の算定がある事業
所）

200千円 /事業所

２
上記以外であって、
1月あたり延べ訪問回数
200回以下

300千円 /事業所

３
上記以外であって、
1月あたり延べ訪問回数
201回以上2,000回以下

400千円 /事業所

４
上記以外であって、
1月あたり延べ訪問回数
2,001回以上

500千円 /事業所

35

訪問介護事業所は、事業規模で補助額が異なります。



補助上限額その２

36

№ 補助対象事業所・施設 基準単価

１

通所介護
事業所

1月あたり延べ利用者数
300人以下

200千円 /事業所

２
1月あたり延べ利用者数
301人以上600人以下

300千円 /事業所

３
1月あたり延べ利用者数
601人以上

400千円 /事業所

通所介護事業所は、事業規模で補助額が異なります。



補助上限額その３
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№ 補助対象事業所・施設 基準単価

１ 介護老人福祉施設 ６千円 /定員

２ 介護老人保健施設 ６千円 /定員

３ 介護医療院 ６千円 /定員

４ 地域密着型介護老人福祉施設 ６千円 /定員

５ 短期入所生活介護事業所 ６千円 /定員

６ 養護老人ホーム ６千円 /定員

７ 軽費老人ホーム ６千円 /定員

入所系施設は、定員１人あたり６千円が補助上限です。
令和７年４月１日時点の定員により判断します。



補助上限額その４
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№ 補助対象事業所・施設 基準単価

１ 訪問入浴介護事業所 200千円 /事業所

２ 訪問看護事業所 200千円 /事業所

３ 訪問リハビリテーション事業所 200千円 /事業所

４ 通所リハビリテーション事業所 200千円 /事業所

５
特定施設入居者生活介護
（養護、軽費を除く）

200千円 /事業所

６ 福祉用具貸与事業所 200千円 /事業所

７
定期巡回・随時対応型訪問介護看
護事業所

200千円 /事業所

８ 夜間対応型訪問介護事業所 200千円 /事業所

その他の事業所は、１事業所あたり200千円が補助上限です。



補助上限額その５
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№ 補助対象事業所・施設 基準単価

９ 地域密着型通所介護事業所 200千円 /事業所

10 認知症対応型通所介護事業所 200千円 /事業所

11 小規模多機能型居宅介護事業所 200千円 /事業所

12 認知症対応型共同生活介護事業所 200千円 /事業所

13
地域密着型特定施設入居者生活介護
（養護、軽費を除く）

200千円 /事業所

14 看護小規模多機能型居宅介護事業所 200千円 /事業所

15 居宅介護支援事業所 200千円 /事業所

その他の事業所は、１事業所あたり200千円が補助上限です。



補助上限額その６
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①実際にかかった経費と補助上限額を比べて、低い方
を補助します。※購入したいものが少ない場合は、補
助上限額がそのまま交付されないことに注意

②次の事業所は補助対象外です。
・居宅療養管理指導
・福祉用具販売
・短期入所療養介護
・各介護予防サービス
・介護予防・日常生活支援体制総合事業実施事業所
・空床利用の短期入所生活介護、短期入所療養介護
（元の施設の定員数で算定されるため。例：定員50名
の特養、空床利用の短期入所10名の施設の場合、50名
×６千円＝300千円の補助。）



２-２ 申請の流れ、申請書等の記入方法等

・ 申請開始 令和８年３月10日（予定）
※外部に申請受付事務局を設置する予定です。

・ 交付決定 令和８年４月から
※令和８年３月25日までに申請があったものについては、
令和８年４月１日付けで交付決定する予定。
また、予算の上限に達し次第、締切。

※交付決定日以降に購入したものが補助対象。

・ （前金払請求書の提出 交付決定以降）

・ （変更交付申請書の提出 交付決定以降）

・ 事業実施 順次行い、令和８年９月30日までを目途に終了

・ 請求書・実績報告書提出 順次
※令和８年12月28日までが期限
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申請方法

・補助は１事業所（施設）当たり１回までです。

・法人ごとに申請してください。

・原則、メールで申請してください。

・原則、消費税抜きの金額で申請してください。

・申請する際は、購入したい物品に関する見積書等の写しを添付してください。
（カタログの写し、通販サイト画面の写しでも可）

・ガソリン代や光熱水費など、見積書が添付できないものについて補助を受け
たい場合は、過去の利用実績が分かるものなどを添付してください。
（例：３か月分のガソリン代レシートの写しを添付して、３か月分のガソリン
代を申請）

※実績報告の際、領収証等の写しで補助対象経費の支出が発生したかを確認す
るので、購入時の書類（領収証、請求書、納品書など）の写しは保管しておい
てください。
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実績報告

・原則、メールで実績報告してください。

・申請後、支出した実績に対して補助します。
※申請後、すぐに交付されないことに注意

・領収証等の写しで補助対象経費の支出が発生したかを確認す
るので、購入時の書類（領収証、請求書、納品書など）の写し
は保管しておいてください。

・実績報告書で添付する領収証等の写しの日付が交付決定後の
日付かどうかを確認してから提出してください。
（交付決定前に発生した経費には補助できません。）

※交付決定後、交付決定を受けたもの以外の、物品を買いたい
場合は、事前に事務局に相談すること。
（変更後の物品を買う前に、変更交付申請が必要です。）
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申請に必要な書類

44

提出書類及び添付書類 様式

１交付申請書 様式第１号

２所要額調書 様式第１号別紙１

３実施計画書（事業所・施設単位） 様式第１号別紙２

４事業所・施設別申請額一覧 様式第１号別紙３

５添付書類
（１） 補助事業に係る収支予算書
（２） その他参考となる資料

任意様式

６その他知事が必要と認めるもの 任意様式

※介護事業所等に対するサービス継続支援事業【設備・備品等購入費

等】と介護施設等に対するサービス継続支援事業について【食料品購入
費等】の様式は統一しております。
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法人本部と各事業所・施設の分担（例）

事業者
（法人本部）

事業所・施設

②様式第１号別紙２
（個表）の入力

④各事業所・施設の個票の
シートを１つのExcelファイル

に集約し、個票シート名を
「個票●」（●は１からの通
し番号）に修正

⑤様式第１号別紙２（個票）
の内容が、様式第１号別紙
１（所要額調書）及び様式
第１号別紙３（申請額一覧）
に正しく反映されていること
を確認

⑥申請書に、申請者の法
人名、代表者名、日付等を
入力

①様式第１号
別紙２（個表）
の入力依頼

③返送

県事務局

⑧審査

⑦申請

⑨交付
決定

様式第１号別紙２
（個表）は各事業
所・施設ごとに作成
が必要です。
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緑色セルはプルダウン
から選択

水色セルは直接入力

どちらかにチェック

各事業所・施設ごとに作成が必要

複数サービス一括で支払われている場合等により按分が生じ
る場合は、按分後の金額を記入。

様式は極力入力箇所が少なくなるよう簡略化しております。
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水色セルのみ直接入力

白色セルは様式第１号別紙２を
入力後自動的に反映されます。
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様式第１号別紙２（個票）の内容が、正しく反映さ
れていることを確認。
※15事業所以上ある場合には6行目～15行目を
行ごとコピーし、16行目に右クリック→「コピーした
セルの挿入」で挿入すること。

この一覧は様式第１号別紙２を入
力後自動的に反映されます。
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最後に様式第１号を作成し、
必要書類を添付して完成



Ｑ 移動等に伴い必要となる費用などについて、いつからいつまでの期間の経費が

補助金の対象となるか。

50

２-３ よくある質問①

Ａ 他の経費と同様に、交付決定日以降に生じた経費が対象になる。

過去に発生した経費、つまり、交付決定日より前に発生した経費は補助対象にならない

ことに注意されたい。

Ｑ 取得費用が50万円以上など、財産処分制限の対象となる備品等の購入を認めな

い理由はなぜか。また、補助単価を超えた場合は、補助対象外になるという認識

でよいか。

Ａ 本補助金は、介護サービスを円滑に継続するための支援が目的であり、資産形成の支援

を目的とした事業ではないことから、単品で取得費用が50万円以上となる物品等は補助対

象外としている。

複数の物品を組み合わせて補助単価を超える場合は、補助単価を上限として補助を受け

ることができる。



Ｑ 有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅は対象となるのか
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２-３ よくある質問②

Ａ 今般の支援は、介護報酬や措置費等の公的価格により運営している施設・事業所を対象

としており、独自に価格を設定できる有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅は

対象としていないもの。

なお、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅のうち、特定施設入居者生活介

護の指定を受け、介護保険によるサービス提供を行っている定員分については、支給対象

となるもの。

Ｑ 設備・備品等購入費等の補助と食料品購入費等の補助があるが、分けて申請す
ることになるか。

Ａ 設備・備品等購入費等と食料品購入費等の申請は、合わせて１つの申請書で申請するこ

と。

多くの事業所にすばやく補助金交付できるよう、補助は１事業所（施設）当たり１回ま

でとしているので、必要な経費を法人内で精査の上、申請すること。

Ｑ 事業所ごとに申請することになるか。法人ごとに申請することになるか。

Ａ 多くの事業所にすばやく補助金交付したい意図から、法人ごとに申請すること。補助は

１事業所（施設）当たり１回までとしているので、必要な経費を法人内で精査の上、申請

すること。



Ｑ どのようなものを購入したらよいか。
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２-３ よくある質問③

Ａ

例えば、入所系施設には、１定員あたり６千円が補助されるため、定員50人の特別養護老
人ホームであれば、30万円の補助となる。

国が公表しているガイドライン（介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガ
イドライン）によると、災害が発生した際、行政支援開始の目安である被災後３日目までは、
自力で業務継続するために備蓄を行うこととされており、

・水 は、１人１日３リットル、３日で９リットル

・食料は、１人１日３食、３日で９食

・毛布は、１人１枚

が目安として示されている。

ガイドラインの備蓄物資は、１人あたり７千円程度で調達できることから（県庁調べ）、
１定員あたり６千円が補助される本補助事業により、備蓄物資の調達に必要な経費の大部分
（およそ85％）を節減することができる。

令和６年度報酬改定で基本報酬が引き下げられた訪問介護事業所においては、事業所ごと
に必要になる物品のほか、主要な支出を占めると思われるガソリン代について本補助を活用
いただきたい。



３ 介護施設等に対するサービス継続支援
事業について【食料品購入費等】
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３-１ 事業の概要
３-２ よくある質問

※申請の流れ、申請書等の記入方法等は２「介護事業

所等に対するサービス継続支援事業について」と同じ
であるため、省略しております。



３-１ 事業の概要
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（厚生労働省資料）



１ 目的

物価上昇といった厳しい経営環境の中でも食事の提供という介護施設

 等の基幹的なサービスの質の確保を目的として、介護施設等における食料

 品の購入等に必要な経費に対して補助するもの。

２ 事業内容

介護サービスを継続して提供できるよう、食事の提供という基幹的なサービ

 スの質を確保するための食料品の購入費用を支出した介護施設等に対して、

補助するもの。

３ 補助上限額

18,000円/定員
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３-１ 事業の概要（つづき）



４ 対象施設

⑴ 介護老人福祉施設

⑵ 介護老人保健施設

⑶ 介護医療院

⑷ 地域密着型介護老人福祉施設

⑸ 短期入所生活介護

⑹ 養護老人ホーム

⑺ 軽費老人ホーム

５ 対象経費

食料品の購入費等

※委託している場合は委託費を含む。

６ 事業実施期間

交付決定日から令和８年９月30日までを目途に終了
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３-１ 事業の概要（つづき）



Ｑ 令和７年度物価高騰緊急対策支援金（重点支援交付金）と重複してもよいのか。

57

３-２ よくある質問①

Ａ 令和７年度物価高騰緊急対策支援金（重点支援交付金）が支援対象とする期間と本補助

金が補助する期間は異なっているため、重複はない。

Ｑ 施設の定員数の基準日はいつか。

Ａ 令和７年４月１日となる。

Ｑ 利用者負担分については実績から差し引く必要があるか。

Ａ 本事業は緊急的な支援の一時金として、サービス継続のための経費を補助するものであ

り、利用者負担額分は考慮する必要はない。



Ｑ セントラルキッチンの利用など、食事の準備を委託している施設も対象となるか

58

３-２ よくある質問②

Ａ 対象となる。

Ｑ 食事提供に係る職員の賃金も対象経費に含めてよいか。

Ａ 施設職員の賃金に充てることはできない。

Ｑ 職員の食料品の購入等に係る経費も対象経費に含めてよいか。

Ａ 施設職員の食料品の購入等に係る経費は充てることはできない。



・ 本説明会の内容について不明な点がある場合には、回答の正確性を確保
するとともに効率的な事務処理を図るため、電子メールにより、以下のメール
アドレスにお問い合わせください。

岩手県メールアドレス

「AD0005@pref.iwate.jp」
へお問い合わせください。

※お問い合わせをいただく際は、要綱等もご確認いただいた上で、お問い合
わせいただきますよう、お願いいたします。

※お問い合わせ内容について、メール本文には、どの事業に対する質問か分
かるように記載いただきますようお願いいたします。
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問い合わせ先について
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